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平成 27 年度 市民参加手続き事後評価事業一覧 

整理

番号 
事業名等 部課等名 評価結果 

1-1 北広島市総合計画（第 5次）の見直し 企画財政部 企画課 適切である 

1-2 2016 推進計画の策定 企画財政部 企画課 適切である 

1-3 
（仮称）北広島市まち・ひと・しごと創生総合戦

略の策定 
企画財政部 企画課 適切である 

1-4 平成 28 年度当初予算の作成 企画財政部 企画課 適切である 

1-5 土地利用計画制度の見直し 企画財政部 都市計画課 適切である 

1-6 
北広島市霊園の設置及び管理に関する条例及び

規則の一部改正 
市民環境部 環境課 適切である 

1-7 
第 1 期北広島市国民健康保険データヘルス計画

の策定 
保健福祉部 保険年金課 適切である 

1-8 
北広島市長期優良化住宅建築等計画認定申請手

数料徴収条例の一部改正 
建設部 建築課 適切である 

1-9 北広島市手数料徴収条例の一部改正について 市民環境部 市民課 適切である 

2-1 国民健康保険税条例の一部改正について 保健福祉部 保険年金課 適切である 

2-2 
北広島市教育基本計画中間年度の見直しについ

て 
教育部 教育総務課 適切である 

2-3 
北広島市空家等の適切な管理に関する条例の制

定について 
市民環境部 市民課 適切である 

2-4 
北広島市行政不服審査法関係手数料徴収条例の

制定について 
総務部 総務課 適切である 
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平成 27 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-1 事業名 北広島市総合計画（第 5次）の見直し 

部課名 企画財政部 企画課 
対象事業等の 

区分 

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な

事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 
総合計画（第 5 次）の中間年見直しに向けて市民意識調査や現状等の分析調査を実施し、見直し

を行う。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

専門的な内容について議論を行う必要があるため。（構成メンバー：学識経験者、公募による市民） 

☑市民説明会等（きたひろしま市民会議） 

行政に対する市民ニーズを聞き取り、見直し作業の資料とするため。（対象：18歳以上の市民） 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

☑アンケート調査 

（平成 26年度実施） 

□その他（      ） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
北広島市総合計画推進委員会 

会議等の

名称 
北広島市総合計画推進委員会 

開催時期 平成 27 年 4 月～平成 28年 3 月 開催時期 平成 27 年 4 月～平成 28年 3 月 

開催日 平日 開催時間帯 日中 開催日 平日 開催時間帯 日中 

回数  7 回 回数  4 回 

委員の募

集時期 

平成 27 年 4 月 30 日任期満了により、 

4 月に委員の公募を実施予定 

募集時期 公募市民が再任のため、実施していない 

公募枠 人 応募者数 人 結果 人 

委員の選

出方法 

公募市民については小論文と面接により選

考する。 

学識経験者は経験等を考慮し選考する。 

委員の選

出方法 

公募市民については小論文と面接により選

考する。 

学識経験者は経験等を考慮し選考する。 

委員人数  5 人 委員人数 5 人 出席率 90％ 

委員構成

内訳 

公募市民   1 人  団体代表者  人 

学識経験者  4人 
委員構成

内訳 

公募市民 1 人  団体代表  人 

学識経験者 4 人  その他  人 
会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 0 人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP ☐担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 210,000 円 交通費 35,000 円 費用内訳 委員報酬 108,000 円 交通費 15,318 円 
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■市民説明会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

開催時期 平成 27年 4月 開催時間帯 13：00～17：00 開催日 平成 27 年 4 月 開催時間 13：00～17：00 

開催内容 ☐市民説明会 ☑ワークショップ □市民フォーラム 開催内容 □市民説明会 ☑ワークショップ □市民フォーラム 

回数 2 回（4月 18 日（土）・4月 19日（日）） 回数  2 回（4月 18 日（土）・4月 19 日（日）） 

場所 北広島市図書館 2階 AVルーム 場所 北広島市図書館 2階 AVルーム 

参加人数 30 人 参加人数 30 人 

対象者 

18 歳以上の市民（無作為抽出） 

参加内訳 

18 才以上の市民（無作為抽出） 

20 代（5名）、30 代（10名）、40 代（5名）、 

50 代（5名）、60 代（5名） 

周知方法 
☐広報 ☐HP ☐担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター ☑その他（無作為抽出により郵送） 
周知方法 

□広報 □HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター ☑その他（無作為抽出により郵送） 

予算内訳 

223,853 円 

費用内訳 

227,315 円（講師謝礼 20,000 円、参加者謝

礼 135,000 円、委員報酬等 62,362 円、消耗

品費 9,953 円） 

 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 27 年 12 月 

意見提出

期間 
平成 28 年 1 月 4 日～2月 2日 

日数 30 日間 日数 30 日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数 10 件 提出結果 6 件、 3人 

実施にあ

たり工夫

すること 

資料作成にあたっては、どこを見直ししたの

かなど分かりやすいものとする。 
意見の取

り扱い 

１件の意見に基づき、文言表現を追加した。
残り５件については、制度運用の中での参考
とした。 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 28 年 2 月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 28 年 2 月 

 

■アンケート調査 

予 定 結 果 

調査方法  調査方法 調査票郵送配布、郵送回収 

実施時期   月 実施時期 平成 26 年 9 月 11 日～平成 26年 9月 30 日 

実施回数   回 実施回数 1 回 

対象者  対象者 市民 

配布数  配布数 3,000 件 

回収数   件（回収率  ％） 回収数 1,279 件（回収率 42.6％） 

予算内訳  費用内訳 3,106,322 円（委託料 3,099,600 円、消耗品

費 6,722 円） 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切である

と認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

 平成 27 年度中に策定する第 5次総合計画改訂版の検討にあたり、市民の意識や意向の把握、専門的な視点
からの提言を受けることができた。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

 資料を事前配布することで、活発な意見交換が行われ、第 5次総合計画改訂版に反映した。 
☑市民説明会等 

 酪農学園大学特任教授による基調講演「まちづくりと市民自治」の実施やグループ会議を行い、参加者のま
ちづくりに関する意識の醸成や意向を把握することができた。 
☑パブリックコメント 

 意見の一部は、第 5次総合計画改訂版に反映させ、修正を加えた。また、その他の意見については、今後の
制度運用の中での参考とした。 
☑アンケート調査 

 市民の意識及び実態を把握し、第 5次総合計画改訂版の見直しの参考とした。 
□その他（        ） 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

【評価結果】□適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 27 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-2 事業名 2016 推進計画の策定 

部課名 企画財政部 企画課 
対象事業等の 

区分 

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な

事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 
第 5 次総合計画における基本計画に掲げた施策を効果的に実施するため、平成 28 年度から平成

30 年度までの具体的事業や活動を年次的に示した 2016 推進計画を策定する。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

専門的な内容について議論を行う必要があるため。（構成メンバー：学識経験者、公募による市民） 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査 

□その他（      ） 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
北広島市総合計画推進委員会 

会議等の

名称 
北広島市総合計画推進委員会 

開催時期 平成 27 年 4 月～平成 28年 3 月 開催時期 平成 27 年 4 月～平成 28年 3 月 

開催日 平日 開催時間帯 日中 開催日 平日 開催時間帯 日中 

回数  7 回 回数  4 回 

委員の募

集時期 

平成 27 年 4 月 30 日任期満了により、 

4 月に委員の公募を実施予定 

募集期間 公募市民が再任のため、実施していない 

公募枠 人 応募者数 人 結果 人 

委員の選

出方法 

公募市民については小論文と面接により選

考する。 

学識経験者は経験等を考慮し選考する。 

委員の選

出方法 

公募市民については小論文と面接により選

考する。 

学識経験者は経験等を考慮し選考する。 

委員人数  5 人 委員人数 5 人 出席率 90％ 

委員構成

内訳 

公募市民   1 人  団体代表者  人 

学識経験者  4人 
委員構成

内訳 

公募市民 1 人  団体代表  人 

学識経験者 4 人  その他  人 
会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 0 人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP ☐担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 210,000 円 交通費 35,000 円 費用内訳 委員報酬 108,000 円 交通費 15,318 円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 27 年 12 月 

意見提出

期間 
平成 27 年 12 月 15 日～平成 28年 1月 14 日 

日数 30 日間 日数 31 日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数 10 件 提出結果 6 件、 3人 

実施にあ

たり工夫

すること 

資料作成にあたっては、新規・拡大等に区分

して具体的にどのような事業に力を入れて

いるのかなどわかりやすい内容とする。 

意見の取

り扱い 

5 事業に対し 6件の意見があったが、反映し
ていない。 
制度運用の中での参考とした。 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 28 年 2 月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 28 年 2 月 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切である

と認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

 総合計画推進委員会では、第 5次総合計画の進行管理及び評価に関する調査・審議等を行い、重点プロジェ
クトに係る提言等が出され、今後の推進計画策定等に向けた検討等の材料を得ることができた。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

 重点プロジェクトに係る施策・事業についての意見交換を行い、2016 推進計画に反映した。 
☑パブリックコメント 

 提出された意見については、今後の制度運用の中での参考とした。 
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６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】□適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 27 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-3 事業名 （仮称）北広島市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定 

部課名 企画財政部 企画課 
対象事業等の 

区分 

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な

事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 

平成 26 年 11 月にひと・まち・しごと創生法が公布され、12月には、国・都道府県・市町村が

策定するまち・ひと・しごと創生総合戦略に関する規定が施行されました。本法律の施行に伴い、

各自治体が主体的に、人口減少に歯止めかけ、若い世代の就労・結婚・出産・育児への希望を実

現できる社会経済環境の整備に向けた基本的な方向、具体的な施策をまとめることになります。 

策定時期については、国より平成 27 年度中の策定要請が出されています。 

人口減少を克服し、地方創生を実現するため、本市のおいても法の趣旨を踏まえ、総合戦略を

策定するものです。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

総合戦略の策定にあたっては、市民や産業界、行政機関、大学、金融機関、労働団体、マスコミ（産官学金

労言）構成する推進組織で審議するよう示されています。（構成メンバー：公募市民、産業界等） 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査   

□その他（      ） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
（仮称）北広島市総合戦略推進会議 

会議等の

名称 
北広島市まち・ひと・しごと創生総合戦略推

進会議 

開催時期 平成 27 年 8 月～10 月 開催時期 平成 27 年 7 月～平成 28年 3 月 

開催日 平日 開催時間帯 夜間 開催日 平日 開催時間帯 15 時～17時 

回数  ６回 回数  ６回 

委員の募

集時期 

平成 27 年 7 月 

（任期：H27.8～調査審議が終了するまで） 

募集時期 平成 27 年度 7月 

公募枠 2 人 応募者数 2 人 結果 2 人 

委員の選

出方法 

公募市民については、男女比、年齢構成、地域構成、

委員の在期年数及び他の審議会等の委員との兼職

状況等を考慮して選考する。 

委員の選

出方法 

公募市民については、男女比、年齢構成、地域構成、

委員の在期年数及び他の審議会等の委員との兼職

状況等を考慮して選考した。 

委員人数  10 人 委員人数 15 人 出席率 85％ 

委員構成

内訳 

公募市民  2 人  団体代表者  8 人 

学識経験者 2 人 
委員構成

内訳 

公募市民 2 人  団体代表 11人 

学識経験者 2 人  
会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 7 人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP ☑担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP ☑担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 432,000 円 交通費 45,000 円 費用内訳 委員報酬 264,000 円  交通費 29,759 円 
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■市民説明会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

開催時期  開催時間帯  開催日 平成 28 年 1月 22 日 開催時間 18 時～19時 30分 

開催内容 ☐市民説明会 □ワークショップ □市民フォーラム 開催内容 □市民説明会 □ワークショップ ☑市民フォーラム 

回数  回 回数  １回 

場所  場所 北広島市芸術文化ホール活動室 

参加人数  人 参加人数  約 130 人 

対象者  参加内訳 市民 外 

周知方法 
□広報 ☐HP ☐担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（対象者に通知） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関窓口 

☑ポスター □その他（   ） 

予算内訳  円 費用内訳 －円 

 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 27 年 12 月 1 日～31日 

意見提出

期間 
平成 28 年 1 月 4 日～2月 2日 

日数 31 日 日数 30 日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  20 件 提出結果 55 件（9人） 

実施にあ

たり工夫

すること 

分かりやすい資料の作成を心がける 
意見の取

り扱い 

意見の一部は、総合戦略案に反映させ修正を
加えた。また、その他の意見についても具体
的施策検討の際の参考とすることとした。 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 28 年 1 月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 28 年 2 月 

 

■アンケート調査 

予 定 結 果 

調査方法  調査方法 ① 北広島市の定住環境としての評価や意向について郵

送によるアンケート調査を実施 

② 北広島市のイメージ、北広島市への移住に関する意向

についてウェブアンケート調査を実施 

③ 北広島市のイメージ、北海道および北広島市への移住

に関する意向についてウェブアンケート調査を実施 

④ 結婚・出産・子育てに関する意識や必要な支援等の意

向について郵送によるアンケート調査を実施 

実施時期   月 実施時期 ① 平成 27 年 6月 17 日～平成 27年 6月 30 日 

② 平成 27 年 6月 17 日～平成 27年 6月 30 日 

③ 平成 27 年 6月 25 日～平成 27年 6月 29 日 

④ 平成 27 年 6月 18 日～平成 27年 6月 30 日 

実施回数   回 実施回数   各１回 
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対象者  対象者 ① 平成 25 年度の転入・転出者 

② 札幌市の在住者 

③ 東京都の在住者 

④ 20～45 歳の市民 

配布数  配布数 ① 転入 600 件、転出 600 件 

② 300 件 

③ 300 件 

④ 2,000 件 

回収数   件（回収率  ％） 回収数 ① 374 件（回収率 31％） 

② 300 件（回収率  100％）※ウェブアンケート 

③ 300 件（回収率  100％）※ウェブアンケート 

④ 696 件（回収率 35％） 

予算内訳  費用内訳 ２，３７６千円（ヒアリング調査含む） 

 

■その他 

予定 結果 

  内容 

時期 

対象 

 

 

人数 

ヒアリング調査 

平成 27 年 6月～7月 

① 市内に通学または居住している大学生、専門学校生、

市内居住の高校生、中学生、小学生 

② 子育て世代の市民 

① 65 名 

② 16 名 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切である

と認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

北広島市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議、パブリックコメントを実施し、委員、市民の意見を十分
に取り入れ、総合戦略及び人口ビジョンを策定した。 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

専門的な見地からの活発な意見交換が行われ、総合戦略及び人口ビジョンに反映した。 
☑市民説明会等 

シンポジウムには多くの市民が参加し、総合戦略の基本方針にも掲げる人口減少問題に対する認識の共有が図
られた。 
☑パブリックコメント 

意見の一部は総合戦略案に反映させ修正を加えた。また、その他の意見についても具体的施策検討の際の参考
とすることとする。 
☑アンケート調査 

定住環境、雇用環境、結婚、出産、子育て環境等についての市民等の客観的な意見に基づき、総合戦略の策定
及び具体的施策の事業設計を行った。 
☑その他（ヒアリング調査） 

上記アンケート調査に同じ 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】□適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 27 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-4 事業名 平成 28 年度当初予算の作成 

部課名 企画財政部 財政課 
対象事業等の 

区分 
(12)当初予算の作成 

１ 事業概要 

概要 
平成 28 年度の予算作成にあたり、各担当部局からの予算要求段階における新規事業（新たに取組

もうとする事業など）の内容についてパブリックコメントを実施する。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☐審議会等 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査 

□その他（      ） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 27 年 12 月 

意見提出

期間 
平成27年 12月 15日から平成28年 1月 8日

まで 

日数 25 日間 日数 25 日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数 2 件 提出結果 17 件、2人 

実施にあ

たり工夫

すること 

通常、意見募集期間は 30 日間以上とするこ

とになっているが、市民の意見を予算編成に

反映させるため、短縮して実施する。 

意見の取

り扱い 

□意見を反映し、案を修正した 

□案は修正しなかった 

☑その他（感想、案件以外への意見等） 

意見による予算案の修正はなかったが、意見の反映は今

後、事業を進める中での判断とした。 
結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 28 年 2 月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 28 年 2 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

14 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切である

と認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

平成 28 年度当初予算の作成に当たり、パブリックコメントを実施し 17 件の意見を得られたことから、事務
の参考とし、今後さらに市民に分かりやすいものになるよう努めていく。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

□審議会等 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

 17 件の意見が提出され、予算内容を修正するには至らなかったものの、今後の事務の参考としたい。 
□アンケート調査 

□その他（        ） 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

【評価結果】□適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 27 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-5 事業名 土地利用計画制度の見直し 

部課名 企画財政部 都市計画課 
対象事業等の 

区分 

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な

事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 
平成２５年度に改定された北広島市都市計画マスタープランが目指す都市像の実現に向けて、人

口減少や少子高齢化などの社会情勢の変化を踏まえ、現在のまちをより住み良くするために土地

利用計画制度の見直しを行います。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

 専門的な内容について、議論する必要があるため。（構成メンバー：関係行政機関、学識経験者） 

☑市民説明会等 

 市民及び地権者から素案に対しての意見を聴き、周知を図る。（対象：市民、地権者） 

☑パブリックコメント 

 市民に広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民、地権者） 

□アンケート調査 

□その他（      ） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
北広島市都市計画審議会 

会議等の

名称 
北広島市都市計画審議会 

開催時期 平成 27 年 4 月～平成 28年 3 月 開催時期 平成 27 年 8 月 18 日、平成 27年 11 月 4日 

開催日 平日 開催時間帯 昼間 開催日 平日 開催時間帯 
10 時～11 時 30 分 

9 時～10 時 

回数  年間 2回程度 回数  2 回 

委員の募

集時期 

平成 27 年度は募集予定なし 

（任期：H26.9.1～H28.8.31） 

募集時期 平成 27 年度募集済み 

公募枠 0 人 応募者数 人 結果 人 

委員の選

出方法 

北広島市都市計画審議会条例第2条第2項の

規定に基づき選出する 
委員の選

出方法 

北広島市都市計画審議会条例第2条第2項の

規定に基づき選出する 

委員人数  10 人 委員人数 10 人 出席率 80％ 

委員構成

内訳 

公募市民   人  団体代表者 4 人 

学識経験者 6 人 
委員構成

内訳 

公募市民  人  団体代表 4人 

学識経験者 6 人  その他  人 
会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 1 人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP ☐担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 96,000 円 交通費 9,202 円 費用内訳 委員報酬 78,000 円 交通費 5,920 円 
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■市民説明会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

開催時期 平成 27年 5月 開催時間帯 夜間 開催日 

5 月 12 日、5月 13 日 

5 月 14 日、5月 15 日 

5 月 19 日 

開催時間 19 時～20時 

開催内容 ☑市民説明会 □ワークショップ □市民フォーラム 開催内容 ☑市民説明会 □ワークショップ □市民フォーラム 

回数 5 回 回数 5 回 

場所 
市内 5地区 

場所 
西の里会館、芸術文化ホール、大曲会館 

農民研修センター、北広島団地住民センター 

参加人数 50 人 参加人数 61 人 

対象者 市民及び地権者 参加内訳 市民及び地権者、報道機関 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関窓口 

□ポスター □その他（対象者に通知） 
周知方法 

☑広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター ☑その他（各連合町内会へ案内文の送付） 

予算内訳 16,333 円 費用内訳 16,333 円 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 27 年 5 月 

意見提出

期間 
平成 27 年 5 月 1 日～5月 31 日 

日数 30 日間 日数 31 日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☑有 □無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  5 件 提出結果 0 件 

実施にあ

たり工夫

すること 

特になし 
意見の取

り扱い 
意見提出なし。 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 6 月頃 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 27 年 6 月 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切である

と認められる。 

 

【評価を受けての対応】 
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５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

市民説明会、パブリックコメントを実施し、市民及び地権者に対して主旨の説明、周知を行った。その中で出
た意見等を反映させた素案の承認を審議会の中で行い、原案を作成した。 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

市民説明会の中で出た意見等についても議論を行い、意見等を反映させた素案について承認した。 
☑市民説明会等 

市内 5地区で主旨説明を行い、その中での意見を素案に反映させた。 
☑パブリックコメント 

意見提出はなかったが、市民及び地権者に対して、広く周知を行った。 
□アンケート調査 

□その他（        ） 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】□適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 27 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-6 事業名 北広島市霊園の設置及び管理に関する条例及び規則の一部改正 

部課名 市民環境部 環境課 
対象事業等の 

区分 

(9)公共施設の利用方法について定める条例及び

規則の制定、改正又は廃止 

１ 事業概要 

概要 

 少子高齢化や核家族化を背景としたお墓の承継者の不在化などの問題の解消や、多くの市民か

らの要望に応えるため、北広島霊園内に合葬式のお墓を整備します。 

このことに伴い、条例に定める墓地の種別を変更し、新たな墓地の種別や使用者の資格及び許

可に関することのほか、使用料及び管理料を追加するものです。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☐審議会等 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント  

  市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民等） 

□アンケート調査 

□その他（      ） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 27 年 4 月 15～5 月 15 日 

意見提出

期間 
平成 27 年 4 月 15～5 月 14 日 

日数 31 日間 日数 ３０日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数 10 件 提出結果 ０件、 ０人 

実施にあ

たり工夫

すること 

理解しやすい内容を提示する。 
意見の取

り扱い 
意見なしのため案は修正しなかった 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 27 年 5 月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 27 年 5 月 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】環境課 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切である

と認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

  北広島霊園内に合葬式のお墓を整備する条例改正について、市民に広く周知し意見を求めることができた。 

 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

□審議会等 

 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント   

意見等なかったが、広く市民に周知できた。 

□アンケート調査 

 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】□適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 27 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-7 事業名 第１期北広島市国民健康保険データヘルス計画の策定 

部課名 保健福祉部 保険年金課 
対象事業等の 

区分 

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な

事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 

平成 26 年 3 月 31 日付で「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」が一部改

正され、「保険者は、健康・医療情報を活用してＰＤＣＡサイクルに沿った効果的かつ効率的な保

健事業の実施を図るため、保健事業の実施計画（デ－タヘルス計画）を策定し、保健事業の実施

及び評価を行うこととすること。」とされました。 

 これに基づき、当市国民健康保険においてもデータ分析に基づくデータヘルス計画を策定しま

す。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

専門的な内容について議論する必要があるため、既存の国民健康保険運営協議会で審議していただきます。 

（構成メンバー７名：国保被保険者代表（公募）２名、保険医代表２名、公益代表２名、被用者保険代表１名） 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査 

□その他（      ） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
北広島市国民健康保険運営協議会 

会議等の

名称 
北広島市国民健康保険運営協議会 

開催時期 平成 27 年 5 月～28 年 2月 開催時期 平成 27 年 6 月～28年 2月 

開催日 平日 開催時間帯 夜間 開催日 平日 開催時間帯 18 時から 

回数  ５回 回数  ５回 

委員の募

集時期 

平成 27 年 6 月 

（任期：H27.8.1～H29.7.31） 

募集時期 平成 27 年 6 月（任期：H27.8.1～H29.7.31） 

公募枠 2 人 応募者数 2 人 結果 2 人 

委員の選

出方法 

公募市民（被保険者）については、応募動機

と国保についてのレポートを提出してもら

い、選考する。 

委員の選

出方法 

公募市民（被保険者）については、応募動機

と国保についてのレポートを提出してもら

い、選考する。 

委員人数  ７人 委員人数 ７人 出席率 97.14％ 

委員構成

内訳 

公募市民（被保険者）２人  団体代表者 ２人 

学識経験者（医師等）２人  その他   １人 
委員構成

内訳 

公募市民 2 人  団体代表 2人 

学識経験者 2 人  その他 1人 
会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 1 人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP ☐担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 210,000 円 交通費 12,500 円 費用内訳 委員報酬 204,000 円 交通費 10,975 円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 27 年 9 月 15 日～10月 14 日 

意見提出

期間 
平成２７年１２月１日～平成２８年１月４日 

日数 30 日間 日数 ３５日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  5 件 提出結果 2 件、 1人 

実施にあ

たり工夫

すること 

特になし 
意見の取

り扱い 

 

案は修正しなかった 

 
結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 27 年 10 月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 28 年 1 月 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切である

と認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

北広島市第１期国民健康保険データヘルス計画の策定にあたり、国民健康保険運営協議会での審議、答申内
容を反映させ、パブリックコメントを実施し市民に広く意見を求めた。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

 計画案について、活発な審議が行われ、様々な立場からの意見をもらうことができた。 
□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

意見による案の修正はなかったが、市民へ広く周知することができた。 
□アンケート調査 

□その他（        ） 
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６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】□適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 27 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-8 事業名 北広島市長期優良住宅建築等計画認定申請手数料徴収条例の一部改正 

部課名 建設部 建築課 
対象事業等の 

区分 

(6)分担金、使用料及び手数料の徴収について定

める条例の制定、改正又は廃止 

１ 事業概要 

概

要 

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」につい

て、その建築及び維持保全に関する計画（「長期優良住宅建築等計画」といいます。）を認定する制度の創

設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成 20 年 12 月に公布され、平成 21 年 6 月

4 日に施行されました。 

この度、「住宅性能評価を受けなければならない性能表示事項を定める件（平成 12年建設省告示第 1661

号）」の改正（平成 27 年 4 月 1 日施行）により、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅

性能評価住宅性能評価書を活用した長期優良住宅建築等計画の認定が可能となり、認定事務を合理的かつ

効率的に行うため、手数料条例の改正等の手続きが必要となったことから、審査、認定作業に要する所定

の手数料を徴収するために手数料徴収条例を改正するものです。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☐審議会等 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 認定事務を行うための手数料徴収について、市民へ広く周知し、意見を求めるため。 

□アンケート調査 

□その他（      ） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 27 年 7 月 1 日～平成 27年 7月 31 日 

意見提出

期間 
平成 27 年 7 月 1 日～平成 27年 7月 31 日 

日数 31 日間 日数 31 日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  ３件 提出結果 ０件、 ０人 

実施にあ

たり工夫

すること 

パブリックコメントの実施を広報するなど、

意見を出しやすい環境づくりに努める。 
意見の取

り扱い 
特に意見はなかった。 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 27 年 8 月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 27 年 8 月 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切である

と認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

評価のとおり市民参加手続きを行った。 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

条例改正の意義について市民へ広く周知し、意見を求めることが出来た。 
 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

□審議会等 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

特に意見はなかった。 
□アンケート調査 

□その他（        ） 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】□適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 27 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-9 事業名 北広島市手数料徴収条例の一部改正について 

部課名 市民環境部市民課 
対象事業等の 

区分 

(6)分担金、使用料及び手数料の徴収について定

める条例の制定、改正又は廃止 

１ 事業概要 

概要 

平成 25 年 5 月 24 日に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律」（マイナンバー法）の規定により、平成 27 年 10 月から「通知カード」、平成 28

年 1 月から「個人番号カード」の交付が開始されます。 

交付に伴い、カードの紛失等による再交付が考えられることから、再交付手数料を設定するも

のです。どちらも初回交付手数料は、無料です。 

また、「個人番号カード」交付開始に伴い「住民基本台帳カード」の交付及び再交付が平成 27

年 12 月 31 日をもって終了となるため、「住民基本台帳カード」に係る記載を削除します。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☐審議会等 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

 市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査 

□その他（      ） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 27 年 7 月 15 日～平成 27年 8月 14 日 

意見提出

期間 
平成 27 年 7 月 15 日～平成 27年 8月 14 日 

日数 31 日間 日数 31 日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  

  

想定件数 5 件 提出結果 0 件、 0人 

実施にあ

たり工夫

すること 

概要版を作成し、わかりやすい資料づくりに

努める。 
意見の取

り扱い 
意見なしのため、案は修正しなかった 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 27 年 8 月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 27 年 9 月 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

市民へ広く周知し意見を求めるために実施し、結果として意見は頂けなかったが、周知という点で一定の 
効果はあったと思われる。 

 

【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

□審議会等 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

  制度開始前に、再交付には手数料がかかることを広く市民へ周知することができた。 
□アンケート調査 

□その他（        ） 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】□適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 27 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

2-1 事業名 国民健康保険税条例の一部改正 

部課名 保健福祉部 保険年金課 
対象事業等の 

区分 

(5)市税の税率の引上げを目的として行う条例の

制定、改正又は廃止 

１ 事業概要 

概要 
北広島市国民健康保険の今後の安定的な事業運営と財政の健全化を図ることを目的に、国民健

康保険税率（額）を改定するため、北広島市国民健康保険税条例の一部改正を行う。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

専門的な内容について議論する必要があるため。（構成メンバー：被保険者を代表する委員、保険医又は保

険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員、被用者保険等保険者を代表する委員） 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査 

□その他（      ） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
 

会議等の

名称 
北広島市国民健康保険運営協議会 

開催時期  開催時期 平成 27 年 6 月～平成 28年 2 月 

開催日  開催時間帯  開催日 平日 開催時間帯 18 時から 

回数  回 回数  ５回 

委員の募

集時期 
 

募集時期 平成 27 年 6 月（任期：H27.8.1～H29.7.31） 

公募枠 2 人 応募者数 2 人 結果 2 人 

委員の選

出方法 
 

委員の選

出方法 

公募市民（被保険者）については、応募動機

と国保についてのレポートを提出してもら

い、選考する。 

委員人数  人 委員人数 7 人 出席率 97.14％ 

委員構成

内訳 

公募市民   人  団体代表者  人 

学識経験者  人 
委員構成

内訳 

公募市民 2 人  団体代表 2人 

学識経験者 2 人  その他 1人 
会議開催

予定 
☐公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 1 人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☐HP ☐担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬    円 交通費    円 費用内訳 委員報酬 204,000 円 交通費 10,975 円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
 

意見提出

期間 
平成２７年１０月１日～平成２７年１１月２日 

日数  日数 ３３日間 

周知方法 
☐広報 ☐HP ☐担当課窓口 ☐出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 □無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  件 提出結果 0 件、 0人 

実施にあ

たり工夫

すること 

 
意見の取

り扱い 
○提出意見はなく、案は修正しなかった 

結果の公

表 
☐有 □無 時期  

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成27年 11月 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

北広島市国民健康保険税条例の一部改正にあたり、国民健康保険運営協議会での審議、答申内容を反映させ、
パブリックコメントを実施し市民に広く意見を求めた。 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

 条例改正案について、活発な審議が行われ、様々な立場からの意見をもらうことができた。 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

意見の提出はなかったが、市民へ広く周知することができた。 
□アンケート調査 

 
□その他（        ） 
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６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】□適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 27 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

2-2 事業名 北広島市教育基本計画中間年度の見直しについて 

部課名 教育部 教育総務課 
対象事業等の 

区分 

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な

事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 
平成 23 年 3 月に策定した「北広島市教育基本計画(2011-2020)」の後半 5 ヵ年の計画内容の見直

しを行う。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☐審議会等 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査 

□その他（      ） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 28 年 1 月 

意見提出

期間 
1 月 4日～2月 2 日 

日数 30 日間 日数 30 日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  5 件 提出結果 3 件、2人 

実施にあ

たり工夫

すること 

原案を示し意見を求める。 
意見の取

り扱い 

1 件の意見に基づき原案を修正した。残り 2 件のうち 1 件

は計画運用上の参考とし、計画には取り入れなかった。ま

た、最後の 1件は既存の取り組みに包括されている旨を回

答した。 
結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 28 年 2 月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 28 年 2 月 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

【評価を受けての対応】 
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５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

パブリックコメントを実施し、市民と教育的観点での意見交換を十分に行い、原案を作成した。 
 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

□審議会等 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

1 件の意見に基づき原案を修正した。残り 2件のうち 1件は計画運用上の参考とし、計画には取り入れなかった。また、最後の 1件は既存の取

り組みに包括されている旨を回答した。 

□アンケート調査 

□その他（        ） 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

【評価結果】□適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 27 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

2-3 事業名 北広島市空家等の適切な管理に関する条例の制定について 

部課名 市民環境部 市民課 
対象事業等の 

区分 

(2)市政に関する基本的な方針を定める条例の制

定、改正又は廃止 

１ 事業概要 

概要 

国では、全国的に空家が急増している社会問題を受け、問題のある空家等を「特定空家等」と

定義し、市町村が空家への立入調査を行ったり、指導、勧告、命令、行政代執行の措置を取れる

ように定めた『空家等対策の推進に関する特別措置法』（以下「特措法」という。）を制定し、平

成 27年 5月 26 日に全面施行しました。 

適切な管理が行われていない空家等は、犯罪等の誘発、建物の倒壊や資材の飛散・剥離の危険

性、敷地内の雑草繁茂や害虫発生等、周辺の生活環境に様々な悪影響を及ぼす要因となります。 

当市においても、冬期における空家からの道路等への落雪や、屋根材の剥離など周辺住民に危

害を及ぼすような事案が出てきており、今後、人口減少等による空家が増加することに比例して、

適切な管理が行われていない空家等の増加も懸念されることから、空家対策を早急に講じていく

必要性がでてきました。 

このようなことから、本市においても、市民の良好な生活環境の確保と安全で暮らしやすいまち

づくりを推進するため、空家等の適切な管理について必要な事項を定めた条例を制定します。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☐審議会等 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査 

□その他（      ） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
 

意見提出

期間 
平成 28 年 1 月 4 日から平成 28年 2月 2日 

日数  日数 30 日間 

周知方法 
☐広報 ☐HP ☐担当課窓口 ☐出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP □担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 □無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  件 提出結果 6 件、 2人 

実施にあ

たり工夫

すること 

 
意見の取

り扱い 

1 件の意見に基づき原案を修正した。残り 5 件のうち 2 件

は制度運用上の参考とし、条例には取り入れなかった。ま

た、残り 3件の内 2件は法律の趣旨の中に包括されている

旨を回答した。 
結果の公

表 
☐有 □無 時期  

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 28 年 2 月 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

パブリックコメントを実施し市民へ広く周知し、いただいた意見に基づき原案を修正した。 

 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

□審議会等 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

1 件の意見に基づき原案を修正した。残り 5件のうち 2件は制度運用上の参考とし、条例には取り入れなかっ
た。また、残り 3件の内 2件は法律の趣旨の中に包括されている旨を回答した。 
□アンケート調査 

□その他（        ） 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】□適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 27 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

2-4 事業名 北広島市行政不服審査法関係手数料徴収条例の制定について 

部課名 総務部 総務課 
対象事業等の 

区分 

(6)分担金、使用料及び手数料の徴収について定

める条例の制定、改正又は廃止 

１ 事業概要 

概要 

平成 26 年 6 月に行政不服審査法が全部改正されました。主な改正点は、審理員による審理手続

の導入、第三者機関への諮問手続の導入、審査請求期間の延長(現行 60 日を 3か月に延長)、提出

書類等の謄写など多岐にわたります。この改正行政不服審査法の規定により、審査請求人等は、

審理員等に対し提出された書類の閲覧だけでなく、当該書類の写しの交付を求めることができる

ことになりました。そして書類の写しの交付を受ける審査請求人等は、同法の規定により実費の

範囲内において条例で定める額の手数料を納めなければならないとされています。よって、本市

は、同法に基づき、当該書類の写しの交付(謄写：コピー)について手数料を徴収するため、北広

島市行政不服審査法関係手数料徴収条例を制定します。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☐審議会等 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。 

□アンケート調査 

□その他（      ） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
 

意見提出

期間 
平成 27 年 12 月 15 日～平成 28年 1月 14 日 

日数 日間 日数 31 日間 

周知方法 
□広報 □HP □担当課窓口 □出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料

コーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 □無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  件 提出結果 3 件、 1人 

実施にあ

たり工夫

すること 

 
意見の取

り扱い 

いただいた意見を踏まえ、手数料の減免措置の基準を条例

施行規則において定めた。 

結果の公

表 
□有 □無 時期  

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 28 年 1 月 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

パブリックコメントを実施し、意見を踏まえた上で条例・規則案を作成した。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

□審議会等 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

3 件のうち 1件の意見に基づき、条例・規則案を作成した。残りの 2件については、ご意見としていただき、
実質的な案の修正には反映しなかった。 
□アンケート調査 

□その他（        ） 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】□適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 

 

 

 


